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(R3.7.17 ～  R3.7.23) ※カッコ内は福島県の数値

確保病床の
使用率

入院率
確保病床の

使用率

(100/496床以上) (10/49床以上) （370人以上） （277人以上）

（248/496床以上） （25/49床以上） （554人以上） （462人以上）

　※１　　　　　　（参考値）

146床 146人 4床 118件 59人

496床 174人 49床 5,244件 118人

　※１　　　　　　（参考値）

145床 145人 7床 97件 50人

496床 167人 49床 6,616件 97人

※１   入院率の指標については、療養者数が人口10万人あたり10人以上の場合に適用する。

※２ 　「ＰＣＲ検査陽性率」は集計中であるため、前日のデータを記載　

⑤感染経路
   不明割合
（１週間）

入院医療 重症者用病床

参考指標等（医療提供体制等の負荷・感染の状況）
令和3年7月23日現在

医療提供体制等の負荷 感染の状況

①病床の逼迫具合

②療養者数
（１０万人当たり）

③ＰＣＲ
　陽性率

（１週間）

④新規陽性者数
10万人当たり

／１週間

5%以上 50%以上

ステージⅣ 50%以上10%以上
25人

／10万人／週以上

ステージⅢ
20人

／10万人以上

30人
／10万人以上

15人
／10万人／週以上

20％以上 40％以下 20％以上

50％以上 25％以下 50％以上

本県の現状
（直近1週間） 9.43人 2.3% 6.39人 50.0%

174人 118人
(7/17～7/23)

29.4% 83.9% 8.2%

本県の現状
（先週1週間）

9.05人 1.5% 5.25人 51.5%

167人 97人
(7/10～7/16)

14.3%86.8%29.2%

（３１.５％、１５６床）
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15人/10万人/週以上

ステージⅣ：

25人/10万人/週以上
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市町村別陽性者数の割合

7月21日～23日7月1日～23日



5

推定感染源別割合（郡山市）

（7月1日～7月23日陽性者判明分）

第１９回郡山市新型コロナウイルス感染症
対策本部会議資料より

（7月21日～7月23日陽性者判明分）

直近の３日間は、
飲食を由来とする
感染が全体の約半数

を占めている

郡山市提供
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○県中地区における病床使用率の推移

7月3日

7月4日

7月5日

7月6日

7月7日

7月8日

7月9日

7月10日

7月11日

7月12日

7月13日

7月14日

7月15日

7月16日

7月17日

7月18日

7月19日

7月20日

7月21日

7月22日

31.7%

34.7%

32.7% 32.7%
33.7%

34.7%

39.6%

41.6%
40.6%

42.6%

44.6%

48.5%
47.5%

46.5%

36.6%

39.6%

37.6% 37.6%
38.6%

36.6%

40.6%

42.6% 42.6%
43.6%

47.5%

51.5%

56.4%

62.4%

ステージⅢ：

確保病床使用率

20％以上

ステージⅣ：

確保病床使用率

50％以上
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病床率

（県中のみ）

病床率

（広域調整含む）



令和３年７月24日 福島県新型コロナウイルス感染症対策本部

郡山市においては、１週間当たりの新規陽性者数が７月18日以降上昇に転じ、「人口10万人当たり
の新規陽性者数(1週間)」の指標がステージ３を超えるなど、感染者が急増しています。

７月に入り飲食店等でのクラスターの発生や される
など、県内の広範囲に感染が拡大し、医療提供体制がひっ迫する状況が懸念されることから、市民の皆
さま、事業者の皆さまへ、以下の御協力をお願いします。

郡山市における新型コロナウイルス感染症集中対策

■対 象 食品衛生法に定める飲食店営業許可を受けた次の施設

・接待を伴う飲食店 ・酒類を提供する飲食店

■地 域 南相馬市全域

■協力金 時短営業に御協力いただいた場合、協力金を支給

（1日当たり2.5万円～（売上高に応じて））

■問い合わせ窓口
福島県協力金コールセンター
電話：０２４-５２１-８５７５（受付時間9時30分～17時30分）

郡山市の事業者の皆さまへのお願い
■期間 ７月26日(月)午後８時～８月16日(月)午前５時

郡山市民の皆さまへのお願い
■期間 ７月26日（月）～８月15日（日）

○大学・専門学校
感染リスクの高い活動（例：感染防止対策が徹底できないサークル活動、大人数での懇親会な

ど）を控えるよう、学生への注意喚起の徹底をお願いします。
○小・中・高等学校

感染リスクの高い学習活動（部活動での実施を含む）や宿泊を伴う学校行事等の停止、他校と
の合同練習や練習試合の停止など、感染防止対策の徹底をお願いします。

○医療機関、高齢者・障がい（児）者施設
感染防止対策に見落としがないか、改めて確認をお願いします。

その他
の対応

不要不急の外出自粛

午後８時から午前５時までの時間帯の営業自粛
（酒類の提供は午前１１時から午後７時まで）

■対 象 食品衛生法に定める飲食店営業許可を受けた次の施設

・接待を伴う飲食店 ・酒類を提供する飲食店

■地 域 郡山市全域

■協力金 時短営業に御協力いただいた場合、協力金を支給

（1日当たり2.5万円～（売上高に応じて））

■問い合わせ窓口
福島県協力金コールセンター
電話：０２４-５２１-８５７５（受付時間9時30分～17時30分）

郡山市の事業者の皆さまへのお願い
■期間 ７月26日(月)午後８時～８月16日(月)午前５時

午後８時から午前５時までの時間帯の営業自粛
（酒類の提供は午前１１時から午後７時まで）
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御家族や

夏休み・お盆を安全に過ごすためのお願い

1

● 大人数は避け、少人数で行いましょう。

● 深酒は控え短時間、適度な酒量にしましょう。

● 会話時はマスクを着用し、大声での会話は控えましょう。

2 飲食の機会は感染のリスクが高まりますので、

特に注意しましょう。 ふくしま感染防止対策認定店

感染対策の徹底された飲食店
を利用してください。

● 感染拡大地域との不要不急の往来は、原則、中止・延期をお願い
します。

● 旅行や帰省等を含め県境を越える移動についても、ご家族やご友人と
相談し、極力控えてくださるようお願いします。

● 頑張る選手には、ご自宅でご家族でテレビ観戦するなど、
感染拡大に十分注意して応援しましょう。

３ 東京オリンピック・パラリンピックは自宅で

応援しましょう。

感染拡大地域等との不要不急の往来は控えま
しょう。
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今後も引き続きお願いします「感染拡大防止のための基本対策」
令和３年６月28日 福島県新型コロナウイルス感染症対策本部

一人ひとり基本的な感染対策を徹底しましょう。

外出時や会話するとき
には、マスクを着用
しましょう。

こまめな手洗い、
手指消毒を
徹底しましょう。

人との間隔は、できる
だけ２ｍ（最低１ｍ）
取りましょう。

窓を開けるなどして、
こまめに換気をしま
しょう。

１

２・症状がある場合は

登校・出勤しないようにしましょう。

・体調に異変がある場合はかかりつけ医や

「受診・相談センター」に相談しましょう。

かかりつけ医がない場合は

【受診・相談センター】（24時間対応） ℡０１２０－５６７－７４７ 9



感染拡大地域との不要不急の往来は

控えましょう。

県内及び各都道府県の発生状況は、
県HPで確認できます。

福島県 新型コロナポータル 検索

４

３ 飲食の機会は感染のリスクが高まりますので、

特に注意しましょう。

大声

少人数でも、
複数のグループの

会食に参加することで

感染拡大

感染防止ステッカー配布済飲食店を調査し、適切な感染防止対策を

確認した店舗に対し、認定ステッカーを交付しています。

「ふくしま感染防止対策認定店」制度

認定ステッカー

・感染対策の徹底された飲食店を利用しましょう。

控えてください！

長時間・深酒大人数

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/covid19-portal/
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・施設のマニュアル及びチェックリストを確認し、感染防止
対策の徹底をお願いします。

全ての事業者

大学・専門学校

・業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策の徹底をお願
いします。

・感染リスクの高い行動を控えるよう、学生への注意喚起を
お願いします。

小・中・高等学校等

・学習活動や部活動での感染防止対策の徹底をお願いします。

医療機関、高齢者・障がい（児）者施設

施設管理者・事業者の皆さまにお願いします

全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるようなイベントを開催する場合は、
県に事前相談をお願いします。
【福島県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局】 ℡０２４－５２１－８６４４

※イベントの事前相談
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人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空け、
会話をする際は、できる限り真正面を避けましょう。
「密閉」空間にしないよう、しっかり換気しましょう。

外出先や休憩所など居場所や場面が変わる時に、マスクなしでの

会話などで感染が起きやすくなりますので注意しましょう。

もう１度確認してください！

③居場所の切り
替わりに注意

【手洗い等】 手洗いは、30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗っていますか。
手指消毒液は、十分な量を取り、指先・爪の間など手指全体に
よくすりこんでいますか。

【マスク】 鼻と口の両方を確実に覆い、隙間がないように着けていますか。

【体温測定】 毎朝の体温測定、健康チェックを行っていますか。

①人との間隔を
十分に確保

②移動先等の感
染状況を確認

地域の感染状況に注意し、感染が流行している地域への
移動は控えましょう。

顎マスク鼻マスク

この夏、県民の皆さんに特にお願いです。
変異株への置き換わりが進み感染の再拡大が懸念されます。夏休み等で外出機会が多くなる

この季節、改めて感染防止対策の確認等をお願いします。

－もしも自分が感染していたら…一緒にいる人が感染していたら…今の「対策」で大丈夫だと言えますか？－

自分自身と大切な方の命を守るため、改めて感染防止対策の確認をお願いします。 12



令和３年７月７日 福島県新型コロナウイルス感染症対策本部

南相馬市においては、７月に入り接待を伴う飲食店に関連したクラスターが複数件発生するな
ど、感染者が急増しています。

こうした状況を踏まえ、県内の広範囲に感染が拡大し、医療提供体制がひっ迫する状況を防ぐ
ため、市民の皆さま、事業者の皆さまへ、以下の御協力をお願いします。

南相馬市における新型コロナウイルス感染症集中対策

■対 象 食品衛生法に定める飲食店営業許可を受けた次の施設

・接待を伴う飲食店 ・酒類を提供する飲食店

■地 域 南相馬市全域

■協力金 時短営業に御協力いただいた場合、協力金を支給

（1日当たり2.5万円～（売上高に応じて））

■問い合わせ窓口
福島県協力金コールセンター
電話：０２４-５２１-８５７５（受付時間9時30分～17時30分）

南相馬市の事業者の皆さまへのお願い
■期間 ７月９日(金)午後８時～８月１日(日)午前５時

南相馬市民の皆さまへのお願い
■期間 ７月９日（金）～７月31日（土）

○専門学校
感染リスクの高い活動（例：感染防止対策が徹底できないサークル活動、大人数での懇親会な

ど）を控えるよう、学生への注意喚起の徹底をお願いします。
○小・中・高等学校※

感染リスクの高い学習活動（部活動での実施を含む）や宿泊を伴う学校行事等の停止、他校と
の合同練習や練習試合の停止など、感染防止対策の徹底をお願いします。
（※小中学校：南相馬市内、高校：双葉郡を除く相双地区）

○医療機関、高齢者・障がい（児）者施設
感染防止対策に見落としがないか、改めて確認をお願いします。

その他
の対応

不要不急の外出自粛

午後８時から午前５時までの時間帯の営業自粛
（酒類の提供は午前１１時から午後７時まで）
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